
承認第1号

専決処分(南風原町税条例等の一部を改正する条伊D の承認について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、南風原町税条

例等の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によ

り、これを報告し承認を求める。

n

令和3年4月9日提出

(、ノ

南風原町長赤嶺正之



地方自治法印召和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき南風原町税条例

等の一部を改正する条例偶嚇助を下記の理由により専決処分する。

令和3年3月31日

専決処分書

(専決処分した理由)

地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)が令和3年3月31日に公

布された。この法律改正に伴い、南風原町税条例についても同年4月1日施行のため

に改正が必要であり、議会を招集する時間的余裕がないため専決処分する。

、

南風原町長赤嶺正之
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南風原町条例第 5、号

南風原町税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

ぐ>

令和 3年3月31日

V

南風原町税条例等の一部を改正する条例

以下、呂1俳氏のとおり

南風原町長舌趣正又ノ



南風原町税条例等の一部を改正する条例

(南風原町税条例の一部改正)

第1条南風原町税条例(昭和47年南風原村条例第29号)の一部を次のように改正する。

第24条第2項中「及び扶養親族」の次に「(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親

族に限る。以下この項において同じ。)」を加える。

第34条の7第1項第3号中「寄附金 U の次に「出資に関する業務に充てられるこ

とが明らかなものを除き、」を加える。

第36条の3の2第4項中「所得税法第198条第2項に規定する納税地の所轄税務署

長の承認を受けている」を「令第48条の9の7の2において準用する令第8条の2の

2に規定する要件を満たす」に改め、「次条第4項」の次に「及び第53条の9第3

項」を加える。

第36条の3の3第1項中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢16歳未満の者に限

る」に改め、同条第4項中「所得税法第203条の6第6項に規定する納税地の所轄税

務署長の承認を受けている」を「令第48条の9の7の3において準用する令第8条の

2の2に規定する要件を満たす」に改める。

第腿条の8第1項第1号中「本条、次条第2項及び」を「この条、次条第2項及び

第3項並びに」に改める。

第朋条の9に次の2項を加える。

3 第1項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべ

き退職手当等の支払をする者が令第鮨条の18において準用する令第8条の2の2に

規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該退職所得申

告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払をする者に対し、当該退職所得申告書

に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

4 前項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中

「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支

払をする者に受理されたとき」とあるのは「支払をする者が提供を受けたとき」と、

「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。

第81条の4第1号及び第2号中「同条第4項」の次に「又は第5項」を加える。

附則第1条の3第1項中「及ぴ扶養親族」の次に「(年齢16歳未満の者及び控除対
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象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)」を加える。

附則第2条中「令和4年度」を「令和9年度」に改める。

附則第6条の2第3項中「附則第巧条第27項第1号」を耶付則第15条第24項第1

号」に改め、同条第4項中耶付則第15条第27項第2号」を耶付則第15条第24項第2

号」に改め、同条第5項中耶付則第15条第27項第3号」を「附則第15条第24項第3

号」に改め、同条第6項中耶付則第15条第28項第1号」を郎付則第15条第25項第1

号J に改め、同条第7項中「附則第15条第28項第2号」を耶付則第15条第25項第2

号」に改め、同条第8項中「附則第15条第30項第1号イ」を耶付則第15条第27項第1

号イ」に改め、同条第9項中「附則第15条第30項第1号口」を印付則第15条第27項第

1号口」に改め、同条第10項中耶付則第15条第30項第1号ハ」を「附則第15条第27項

第1号ハ」に改め、同条第Ⅱ項中「附則第15条第30項第1号二」を「附則第15条第舒

項第1号二」に改め、同条第12項中「附則第15条第30項第2号イ」を「附則第15条第

27項第2号イ」に改め、同条第13項中「附則第15条第30項第2号口」を耶付則第15条

第27項第2号口」に改め、同条第14項中「附則第15条第30項第2号ハ」を「附則第15

条第27項第2号ハ」に改め、同条第婦項中耶付則第15条第30項第3号イ」を印付則第

15条第27項第3号イ」に改め、同条第16項中「附則第巧条第30項第3号口」を印付則

第15条第27項第3号口」に改め、同条第17項中「附則第15条第30項第3号ハ」を印付

則第15条第27項第3号ハJ に改め、同条第18項中「附則第15条第34項」を「附則第15

条第30項」に改め、同条第19項中耶付則第15条第認項」を耶付則第巧条第34項」に改

め、同条第20項を削り、同条第21項中「附則第15条第47項」を「附則第15条第42項」

に改め、同項を同条第20項とし、同項の次に次の1項を加える。

21 法附則第15条第46項に規定する町の条例で定める割合は3分の1とする。

附則第7条の見出し中「平成30年度から令和2年度まで」を「令和3年度から令和

5年度まで」に改める。

附則第7条の2の見出し中「令和元年度又は令和2年度」を「令和4年度又は令和

5年度」に改め、同条第1項中「令和元年度分又は令和2年度分」を「令和4年度分

又は令和5年度分』に改め、同条第2項中「令和元年度適用土地又は令和元年度類似

適用士地」を「令和4年度適用士地又は令和4年度類似適用士地」に、「令和2年度

分」を「令和5年度分」に改める。

附則第8条の見出し中「平成30年度から令和2年度まで」を「令和3年度から令和
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5年度まで」に改め、同条第1項中「平成30年度から令和2年度まで」を「令和3年

度から令和5年度まで」に改め、「加算した額」の次に「(令和3年度分の固定資産

税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額)」を加え、同条第2項及び第3

項中「平成30年度から令和2年度までの各年度分」を「令和4年度分及び令和5年度

分」に改め、同条第4項及び第5項中「平成30年度から令和2年度まで」を「令和3

年度から令和5年度まで」に改める。

附則第8条の2中「(平成30年法律第3号)附則第22条第1項」を「(令和3年法

律第7号)附則第14条第1項」に、「平成30年度から平成噐年度まで」を「令和3年

度から令和5年度まで」に改める。

附則第9条の見出し中「平成30年度から令和2年度まで」を「令和3年度から令和

5年度まで」に改め、同条中「平成30年度から令和2年度まで」を「令和3年度から

令和5年度まで」に改め、「定める率を乗じて得た額」の次に「。以下この条におい

て同じ。」を、「負担調整率を乗じて得た額」の次に「(令和3年度分の固定資産税

にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額)」を加える。

附則第Ⅱ条第1項中「平成30年度から令和2年度まで」を「令和3年度から令和5

年度まで」に改め、同条第2項中「令和3年3月31助を「令和6年3月31日」に改

める。

附則第Ⅱ条の2中「同条第4項」の次に「又は第5項」を加え、「令和3年3月31

日」を「令和3年12月31日」に改める。

附則第Ⅱ条の2の2第2項中「同条第2項」の次に「又は第3項」を、「同条第4

項」の次に「又は第5項」を加える。

附則第12条第1項中「第5項」を「第8項」に改め、同条第2項中「、当該軽自動

車が平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和2年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条第3項中「この項及

び次項」を「この条」に改め、「、当該ガソリン軽自動車が平成31年4月1日から令

和2年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和2年度分の軽自動

車税の種別割に限り」を削り、同条第4項中「、当該ガソリン軽自動車が平成31年4

月1日から令和2年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和2年

度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条に次の3.項を加える。

6 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる三輪以上の軽自動車伯家用の乗
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用のものを除く。)に対する第認条の規定の適用については、当該軽自動車が令和

3年4月1日から令和4年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には

令和4年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和4年4月1日から

令和5年3月訂日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和5年度分の軽

自動車税の種別割に限り、第2項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

7 法附則第30条第7項の規定の適用を受ける三輪以上のガソリン軽自動車(営業用

の乗用のものに限る。)に対する第詑条の規定の適用については、当該ガソリン軽

自動車が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には令和4年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合

には令和5年度分の軽自動車税の種別割に限り、第3項の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

8 法附則第30条第8項の規定の適用を受ける三輪以上のガソリン軽自動車(前項の

規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。)に対する第認条の

規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和3年4月1日から令和4年3

月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和4年度分の軽自動車税の

種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和5年3月31日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には令和5年度分の軽自動車税の種別割に

限り、第4項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、.それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第12条の2第1項中「第5項」を「第8項」に改める。

附則第記条に次の1項を加える。

2 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第

6条の2第1項の規定の適用を受けた場合における附則第3条の3の2第1項の規

定の適用については、同項中「令和15年度」とあるのは「令和17年度」と、「令和

3年」とあるのは「令和4年」とする。

(南風原町税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第2条南風原町税条例等の一部を改正する条例(令和2年南風原町条例第16号)のー

部を次のように改正する。

イ>
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第2条のうち、南風原町税条例第48条第10項の改正規定中「第詑1条の8第腿項」

を「第321条の8第60項」に、「同条第52項」を「同条第60項」に改め、同条第16項

の改正規定中「第321条の8第61項」を「第噐1条の8第69項」に改め、同条例第50条

第4項の改正規定中「「又は第31項」に」の次に「、「第48条の15の5第4項」を

「第48条の15の4第4項」に」を加え、同条例第詑条の改正規定中「第52条第4項」

を「第腿条第3項中「第48条の15の5第4項」を「第48条の15の4第4項」に改め、

同条第4項」に改め、同条例附則第5条の3第2項の改正規定の次に次のように加え

る。

附則第5条の2第1項中「及び第4項」及び「又は法人税法第81条の24第1項の

規定により延長された法第噐1条の8第4項に規定する申告書の提出期限」を削り、

同条第2項中「又は法第321条の8第4項に規定する連結法人税額の課税標準の算

定期間」を削る。

附則

(施行期日)

第1条この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

(1)第1条中南風原町税条例第34条の7第1項第3号の改正規定及び同条例附則第

2条の改正規定並びに次条第1項の規定令和4年1月1日

(2)第1条中南風原町税条例第24条第2項及び第36条の3の3第1項の改正規定並

びに同条例附則第1条の3第1項の改正規定並びに次条第4項の規定令和6年1

月1日

(3)第1条中南風原町税条例附則第3条第3項及び第4項の規定産業競争力強化

法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第 号)附則第1条第2号に掲

げる規定の施行の日

(4)第1条中南風原町税条例附則第6条の2第21項を同条第20項とし、同項の次に

1項を加える改正規定(第21項に係る部分に限る。)特定都市河川浸水被害対策

法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 号)の施行の日

(町民税に関する経過措置)

第2条第1条の規定による改正後の南風原町税条例(以下「新条仰1」という。)第34

条の7第1項第3号の規定は、所得割の納税義務者がこの条例の施行の日(以下この
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条及び附則第4条第1項において「施行印という。)以後に支出する同号に規定す

る寄附金又は金銭について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に支出した第1条

の規定による改正前の南風原町税条例(次項及び第3項において「旧条例」とい

う。)第34条の7第1項第3号に規定する寄附金又は金銭については、なお従前の例

による。

2 新条例第36条の3の2第4項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する電磁的方

法による同項に規定する申告筈に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に

行った旧条例第36条の3の2第4項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告

書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

3 新条例第36条の3の3第4,項の規定は、施行日以後に行う新条例第36条の3の2第

4項に規定する電磁的方法による新条例第部条の3の3第4項に規定する申告書に記

載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧条例第36条の3の2第4項

に規定する電磁的方法による旧条例第36条の3の3第4項に規定する申告書に記載す

べき事項の提供については、なお従前の例による。

4 前条第2号に掲げる規定による改正後の南風原町税条例の規定中個人の町民税に関

する部分は、令和6年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、令和5年度分

までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、 ゛、

和3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和2年度分までの固定資産税

については、なお従前の例による。

2 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)の施行の日から令和3年3月31日ま

での期間'(以下この項において「適用期間」という。)内に第1条の規定による改正

前の地方税法(昭和25年法律第226号。次項において「旧法」という。)附則第15条

第41項に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が

取得(同条第41項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条第

41項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事

業者等が、同条第41項に規定するりース取引(以下この項において「リース取引」と

いう。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期

間内に取得をした同条第41項に規定する先端設備等に該当する機械装置等を、適用期

《
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間内にりース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対

して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)の施行の日から令和3年

3月31日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に旧法附則第64

条に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得

(同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する家

屋及び構築物(中小事業者等が、同条に規定するりース取引(以下この項において

「リース取引」という。)に係る契約により家屋及び構築物を引き渡して使用させる

事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する家屋及

び構築物を、適用期間内にりース取引により引渡しを受けた場合における当該家屋及

び構築物を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第6条の2第器項の規定は、令和3年4月1日以後に平成30年4月1日

から令和3年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和

3年法律第7号)第1条の規定による改正後の地方税法附則第64条に規定する中小事

業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条に規定する取

得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する特例対象資産(以下こ

の項において「特例対象資産」という。)(中小事業者等が、同条に規定するりース

取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により特例対象資産

を引き渡して使用させる事業を行う者が当該特例対象資産のうち、機械及び装置、エ

具、器具及び備品並びに同条に規定する建物附属設備にあっては生産性向上特別措置

法の施行の日以後、家屋及び構築物にあっては地方税法等の一部を改正する法律(令

和2年法律第26号)の施行の日以後に取得をした同条に規定する先端設備等に該当す

る特例対象資産を、令和3年4月1日以後にりース取引により引渡しを受けた場合に

おける当該特例対象資産を含む。)に対して課する附則第1条第3号に掲げる規定の

施行の日の属する年の翌年の1月1日(当該施行の日が1月1日である場合には、同

日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得さ

れた三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、

施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割に

0

0

10



ついては、なお従前の例による。

2 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和3年度以後の年度分の軽

自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割について

は、なお従前の例による。

(入

V

Π



第 1条による改正(南風原町税条例の一部改正(新旧対照表))

(個人の町民税の非課税の範囲)

第24条(略)

2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもの

のうち、前年の合計所得金額が280,000円にその者の同一生計
配偶者及び扶養親族

に

を乗じて得た金額にW万円を加算した金額(その者が同一生

計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に168,000

円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さ
ない。

る

改正後

上

(寄附金税額控除)

第34条の7 所得割の納税義務者が、前年中に、法第314条の7

第 1項(第 3号については、別表に掲げるものに限る。)に

規定するところにより控除すべき額(当該納税義務者が前年
中に同条第2項に規定する特例控除対象寄附金を支出した場

合にあっては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した

金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の

第34条の3及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から

控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該

所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額
に相当する金額とする。

(1)・(2)(略)

この において

16 の

じ

ひ工

の数に1を加えた数

(個人の町民税の非課税の範囲)
第24条(略)

2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもの

のうち、前年の合計所得金額が280,000円にその者の同一生計
配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額に
10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親
族を有する場合には、当該金額に168,000円を加算した金額)
以下である者に対しては;均等割を課さない。

i攻jモ剛」

(寄附金税額控除)

第34条の7 所得割の納税義務者が、前年中に、法第314条の7
第 1項(第3号にっいては、別表に掲げるものに限る。)に

規定するところにより控除すべき額(当該納税義務者が前年
中に同条第2項に規定する特例控除対象寄附金を支出した場
合にあっては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した

金額。以下この項において「控除額」と,いう。)をその者の
第34条の3及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から
控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該
所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額
に相当する金額とする。

(1)・(2)(略)

0

V記

0

品



(3)所得税法施行令印召和40年政令第96号)第217条第 5号

に規定する社会福祉法人に対する寄附金(出資E閃立釜坐

2

に

たる目的である業務に関連するものに限る。)

(略)

てられること力湘らかなものを

(個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族申告書)

第36条の3の2 (略)

(略)2 ・ 3

4 給与所得者は、第1項及び第2項の規定による申告書の提

改正後

出の際に経由すべき給与支払者がA

いて

には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に

代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事

項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の

情報通信の技術を利用する方法であって施行規則で定めるも

るA

のをいう。次条第 4項

じ。)により提供することができる。

5 (U各)

き

8

当該法人の主

の2の2に

(個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書)

第36条の 3 の 3 所得税法第203条の6第 1項の規定により同項

に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行

地において同項に規定する公的年金等(所得税法第203条の7

(3)所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第 5号
に規定する社会福祉法人に対する寄附金(当該法人の主た
る目的である業務に関連するものに限る。)

ー~＼

邱

、、_ノ

の9の7の2にお

る

ひ

2

腿

を

(個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族申告書)
第36条の3の2 (略)

(略)2 ・ 3

4 給与所得者は、第1項及び第2項の規定にょる申告書の提

(略)

の9

た 場合

改正前

3

出の際に経由すべき給与支払者が

において同

施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代え
て、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を
電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報
通信の技術を利用する方法であって施行規則で定めるものを
いう。次条第4項にお.いて同じ。)により提供することがで
きる。

5 (略)

る ナの

(個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書)
第36条の3 の 3 所得税法第203条の6第1項の規定にょり同項

に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行
地において同項に規定する公的年金等(所得税法第203条の7

の

日

・刃を

2/22

してい

198

場合には、

2 に

C

誌



の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公

的年金等」という。)の支払を受ける者であって、扶養親族

いて「公的年金等受給者」という。)で町内に住所を有する

ものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条

の6第1項に規定する公的年金等の支払者(以下この条にお

いて「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年

金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるとこ

ろにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年
金等支払者を経由して、町長に提出しなければならない。

(1)~(3)(略)

(略)2 ・ 3

4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の

16 の

改正後

に )を有する者(以下この条におる。

際に経由すべき公的年金等支払者が<

おいて

合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出

に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載

すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

5 (略)

る<

(特別徴収税額)

第腿条の8 第腿条の7の規定により徴収すべき分離課税に係

る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該
各号に掲げる税額とする。

8 の2の2に

の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公
的年金等」という。)の支払を受ける者であって、扶養親族

いて「公的年金等受給者」という。)で町内に住所を有する
ものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条
の6第1項に規定する公的年金等の支払者(以下この条にお
いて「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年
金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるとこ

ろにょり、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年
金等支払者を経由して、町長に提出しなければならない。
(1)~(3)(略)

(略)2 ・ 3

4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の

(エ

弗 の9の7の3に

る

改正前

を

を

た

)を有する者(以下この条におく。

場

際に経由すべき公的年金等支払者が

には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に
代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載す
べき事項を電磁的方法により提供することができる 0

5 (略)

0

る

(特別徴収税額)

第脇条の8 第認条の7の規定により徴収すべき分離課税に係
る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該
各号に掲げる税額とする。

地の

3/22

日

の 忍を

2船

している場合

0

の6 6

こ1

工



住)退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の

びに第脇条の10第 1項において「退職所得申告書」とい

う。)に、その支払うべきことが確定した年において支払

うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされた

もの(次号及び次条第1項において「支払済みの他の退職

手当等」という。)がない旨の記載がある場合その支払

う退職手当等の金額について第認条の3及び第脇条の4の

規定を適用して計算した税額

(2)(略)

2 佃各)

規定による申告書(以下この

改正後

(退職所得申告書)

第脇条の9 印割

2 (略)

3

の

2

1

白

の18において?

の

の

ひ

た

1,ー,士由

に寸し

3

目Aには

白丑により

比聿の日

当

並

^

住)退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の

については

の

べき

当抄

第 1項において「退職所得申告書」という。)に、その支
払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定
した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号及ぴ次
条第 1項において「支払済みの他の退職手当等」とい
う。)がない旨の記載がある場合その支払う退職手当等
の金額にっいて第53条の3及び第腿条の4の規定を適用し
て計算した税額

(2)(略)

2 (略)

の

規定にょる申告書(以下

るA

を

に

ることができる

の

〒る

えて

1で

8

止毒に巷己

の

の2の2に

か

めるとこ

は

当ヨ少

る日厶にお1 る

改正前

を る

によ

当

べき

日

(退職所得申告書)

第53条の9 (略)

2 (略)

カゞ<

ιヒ窒二

ιLヨ雪力ゞ

の

る

づ(

鮨

を

2

を

を

と

磁

2

の

る

るのは「

び第脇条の10

の

U器

》C

旦

紗

或

日
一
寸

企



P

されたとき

き

止垂にヨ己

空'登._

と

(環境性能割の税率)

第釘条の4 次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車に対して課

する環境性能割の税率は、当該各号に定める率とする。

(1)法第451条第1項(同条第4項区益第亙虫において準用

する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の1

(2)法第451条第2項(同条第4項X」よ第上_里において準用

する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の2
(3)(略)

「ヰ理された

と

べき

るのは「

改正後

を

と

と

を

るのは「日共を

る

(個人の町民税の所得割の非課税の範囲等)

第 1条の3 当分の間、町民税の所得割を課すべき者のうち、

その者の前年の所得について第器条の規定により算定した総

所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、35万

附則

が目丑を

を る

した

円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族

モたと

理

じ._ユ_の数に 1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算

した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場

び

と

コニ ノ 、 、

(環境性能割の税率)

第81条の4 次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車に対して課
する環境性能割の税率は、当該各号に定める率とする。
(1)法第451条第 1項(同条第4項において準用する場合を
含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の 1

(2)法第451条第2項(同条第4項において準用する場合を
含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の'2

(3)(略)

'に

改正前

る。 P この

16

(個人の町民税の所得割の非課税の範囲等)

第 1条の3,当分の間、町民税の所得割を課すべき者のうち、
その者の前年の所得にっいて第開条の規定にょり算定した総
所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、35万
円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に1を加えた
数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一
生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に噐万
円を加算した金額)以下である者に対しては、第器条第1項

において而

附則

0

の

5/22

0

こ
旦

ぷ



合には、当該金額に噐万円を加算した金額)以下である者に

対しては、第器条第1項の規定にかかわらず、町民税の所得
割(分雜課税に係る所得割を除く。)を課さない。

(略)2 ・ 3

(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の
特仰D

第2条平成30年度から金丕旦旦'里度までの各年度分の個人の町

民税に限り、法附則第4条の4第3項の規定に該当する場合

における第34条の2の規定による控除については、その者の

選択により、同条中「同条第 1項」とあるのは「同条第 1項

(第 2 号を除く。)」と、「まで」とあるのは「まで並びに

法附則第4条の4第3項の規定により読み替えて適用される

法第314条の 2 第 1項(第 2 号に係る部分に限る。)」とし

て、同条の規定を適用することができる。

改正後

,ノーー"、

＼_

(法附則第15条第2項第 1号等の条例で定める割合)

第6条の2 (略)

2 (略)

3 法、 1-15

合は3分の 2 とする。

4 法

合は2分の 1 とする。

の規定にかかわらず、町民税の所得割(分艇課税に係る所得
割を除く。)を課さない。

シ

法

15

2 ・ 3

リ

15

(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の
特仰D

第2条平成30年度から金丕旦丑生庶までの各年度分の個人の町
民税に限り、法附則第4条の4第3項の規定に該当する場合
における第34条の2の規定にょる控除にっいては、その者の
選択により、同条中「同条第 1項」とあるのは「同条第 1項
て第 2 号を除く。)」と、「まで」とあるのは「まで並びに
法附則第4条の4第3項の規定にょり読み替えて適用される
法第314条の 2 第 1項(第 2 号に係る部分に限る。)」とし
て、同条の規定を適用することができる。

触

1園に規定する町の条例で定める割

(略)

24

2口に規定する町の条例で定める割

改正前

3凶に規定する町の条例で定める割

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)
第6条の2 (略)

2 (略)

3 法

合は3分の2 とする。

4 法

合は2分の 1 とする。

5

W器

15

法

15

27

15

訂

1吋に規定する町の条例で定める割

加

2園に規定する町の条例で定める割

3園に規定する町の条例で定める割

二

5



合は2分の 1 とする。

6 法

合は3分の 2 とする。

7 法

合は2分の 1 とする。

8

15

剛

法

に規定する町の条例で定める割合は3分の2とする。
9

15

舗

目1

法

に規定する町の条例で定める割合は3分の2とする。

改正後

10

15

訪

法

1凶に規定する町の条例で定める割

に規定する町の条例で定める割合は3分の2とする。

U

15

27

法

2吋に規定する町の条例で定める割

に規定する町の条例で定める割合は3分の2とする。

n

15

27

法

1

に規定する町の条例で定める割合は4分の3とする。

W

^

15

に規定する町の条例で定める割合は4分の3とする。

14 法、1 15 27 2如ハに規定する設備について同号

に規定する町の条例で定める割合は、 4分の3とする。

訂

法

1凶口に規定する設備について同号

に規定する設備について同号

15

舒

1吋ハに規定する設備について同号

巧

15

27

法

1=二に規定する設備について同号

に規定する町の条例で定める割合は2分の1とする。

16

訂

法

2

に規定する町の条例で定める割合は2分の 1とする。

Π

^

合は2分の 1とする。

15

6

法

2目口に規定する設備について同号

に規定する設備について同号

法

合は3分の2 とする。

15

7

部

法

合は2分の 1 とする。

15

8

部

15

3
^

法

に規定する町の条例で定める割合は3分の2とする。
9

27

3因口に規定する設備について同号

15

に規定する設備について同号

器

法

に規定する町の条例で定める割合は3分の2とする。

改正前

川法

3ロハに規定する設備について同号

15

器

1口に規定する町の条例で定める割

に規定する町の条例で定める割合は3分の2とする。
Ⅱ

15

30

法

2凶に規定する町の条例で定める割

に規定する町の条例で定める割合は3分の2とする。
12

15

30

法

1

に規定する町の条例で定める割合は4分の3とする。
13 法

^

15

30

1園口に規定する設備について同号

に規定する町の条例で定める割合は4分の3とする。

に規定する設備について同号

14

15

30

0

法

1ロハに規定する設備について同号

に規定する町の条例で定める割合は、 4分の 3とずる。
15

15

30

法

1凶二に規定する設備について同号

に規定する町の条例で定める割合は2分の 1とする。
16 法

15

30

2

に規定する町の条例で定める割合は2分の 1とする。
Π

1コ

15

フ/22

30 2吋ハに規定する設備について同号

法

2吋口に規定する設備について同号

に規定する設備について同号

15

30

15

30

3
^

30

3同口に規定する設備について同号

に規定する設備について同号

0

3吋ハに規定する設備について同号

、

届



に規定する町の条例で定める割合は2分の1とする。
18 法、・1 15

分の 2 とする。

19 法、助

分の 1 とする。

加法

15

30

改正後

3分の 2 とする。

21

に規定する町の条例で定める割合は3

に規定する町の条例で定める割合は3

分皿」上^

22 ・ 23 (略)

C

M

15

目1 15

度分の固定資産税の特例に関する用語の意義)

第7条(略)

(士地に対して課する<'Π3

り に規定する町の条例で定める割合は、

" に

第7条の2 町の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似

の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落

し、かつ、町長が士地の修正前の価格(法附則第17条の 2第

1項に規定する修正前の価格をいう。)を当該年度分の固定

資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均

衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する固

(A・Ⅱ 4

る田の

又は心、U 5

に規定する町の条例で定める割合は2分の 1とする。
18

1で

声までの各年

分の2とする。

か

19

める判△は3

メX

分の 1 とする。

における士地の価格の特伊D

20

Ⅱ5

15

七立墨._

21

巧

34

までの

法

改正前

3分の 2 とする。

に規定する町の条例で定める割合は3

に規定する町の条例で定める割合は3

15

認

22 ・ 23 (略)

(士地に対して課する

第7条(略)

15

41 に

訂

度分の固定資産税の特例に関する用語の意義)

に規定する町の条例で定める割合は、

る

第7条の2 町の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似
の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落
し、かっ、町長が土地の修正前の価格(法附則第17条の 2第
1項に規定する修正前の価格をいう。)を当該年度分の固定
資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均
衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する固

(A'Π

の 1で

又は<・U2

める生IAは

即

8/22

から<'Ⅱ2

における士地の価格の特仰D

D

益

法
の
法



定資産税の課税標準は、第引条の規定にかかわらず、金丕旦生
1午

正価格(法附則第17条の 2第 1項に規定する修正価格をい

う。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。

2 法附則第17条の 2第2項に規定するA'Π4

又は<'Ⅱ5

は<'04

産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに

対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第61条の

規定にかかわらず、修正された価格(法附則第17条の 2第2
項に規定する修正された価格をいう。)で士地課税台帳等に
登録されたものとする。

改正後

の固定資産税に限り、当該土地の修

P衞

(宅地等に対して課する< Ⅱ3

年度分の固定資産税の特仰D

第8条宅地等に係る< Ⅱ3

ナ,であって、金和上宝三度分の固定資

分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定

資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前

年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等

が当該年度分の固定資産税について法第349条の3の2の規定

の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定め

る率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の
5を乗じて得た額を加算した額

定資産税の課税標準は、第61条の規定にかかわらず、分丕旦元

土11又

に つては

からA'Π5

正価格(法附則第17条の 2第 1項に規定する修正価格をい
う。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。

から<'Ⅱ5

2 法附則第17条の 2第2項に規定する<,Π

又はA'Π 2

^

は泊、,Π

産税にっいて前項の規定の適用を受けないこととなるものに
対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第田条の
規定にかかわらず、修正された価格(法附則第17条の 2第2
項に規定する修正された価格をいう。)で士地課税台帳等に
登録されたものとする。

までの

までの

改正前

の

ノ

の固定資産税に限り、当該土地の修

P高

/、、
Ⅱ3

(宅地等に対して課する

土1 であって、金丕区2』E度分の固定資

の

年度分の固定資産税の特例)

第8条宅地等に係る

1ギ

分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定
資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前
年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該
年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等
が当該年度分の固定資産税にっいて法第349条の3の2の規定
の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定め

る率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の
5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の
固定資産税にっいて法第349条の3又は附則第15条から第15条

の古

C

(当該宅

30

30

9/22

士地又

か

か

心、

^

Ⅱ2

2

までの各

までの各年度

0

才

谷



地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附

則第15条から第15条の 3 までの規定の適用を受ける宅地等で

あるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地

等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅
地等調整固定資産税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る分丕Π丑ιを^
び金昶」Σ生度分の宅地等闘整固定資産税額は、当該宅地等調

整固定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき価格に10分の6 を乗じて得た額

(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条

の 3又は附則第巧条から第15条の 3 までの規定の適用を受け

る商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率

を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税

額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資
産税額とする。

3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る金丕旦丑台三^

墜金丞旦亙1^の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調

整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき価格に10分の2 を乗じて得た額(当

該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又

は附則第15条から第15条の 3 までの規定の適用を受ける宅地

改正後

の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額
にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に
係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした
場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税
額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産
税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る巫成β0生^Σ巨
^

改正前

該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度
分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じ
て得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税にっいて
法第349条の 3又は附則第15条から第15条の 3 までの規定の適
用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に

定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固
定資産税額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当
該固定資産税額とする。

3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る妥成30^力Σ巨

Ⅱ2 までの の宅地等調整固定資産税額は、当

/、、

該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて
得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税にっいて法第
349条の 3又は附則第15条から第15条の 3 までの規定の適用を

02

10/22

までの の宅地等調整固定資産税額は、当

DC

N



等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税

標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たな

い場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額と
する。

4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以
上0.7以下のものに係るA Π3

度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該

商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資

産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税

について法第349条の 3又は附則第15、条から第15条の 3 までの

規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定

資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商

業地等据置固定資産税額」という。)とする。

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を

改正後

超えるものに係るA Ⅱ3

声からA'U5

の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業

地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価

格に10分の7 を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の

固定資産税について法第349条の 3 又は附則第15条から第15条

の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該

額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地

受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める
率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資
産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税
額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定
資産税額とする。

4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以
声までの各年

か

上0.7以下のものに係る

/、、

度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該
商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資
産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税
について法第349条の 3又は附則第15条から第15条の 3 までの

規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定
資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た
額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標
準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商
業地等据置固定資産税額」という。)とする。

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を
Ⅱ5

改正目1」

までの

30

超えるものに係る

0

の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業
地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価
格に10分の 7 を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の
固定資産税にっいて法第349条の 3又は附則第15条から第15条
の 3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、'当該
額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地

から<口2 声までの各

Ⅱ/22

30 か 心、
Ⅱ2

0

までの各年度分

賠



等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額と

した場合における固定資産税額(以下「商業地等調整固定資

産税額」という。)とする。

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固
定資産税に関する経過措置)

第8条の2 地方税法等の一部を改正する法律_」金丕旦宣■^

金重U亙宝^ま工の各年度分の固定資産税については、法附則

第18条の 3 の規定を適用しない。

7

改正後

「コ

C

(農地に対して課する< Ⅱ3

度分の固定資産税の特伊1)

第9条農地に係る< Ⅱ3

14

の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産

税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年

度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固

定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の

3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標

準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額旦』迭丕'三四金

!三董窒上)エ^)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に

掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整

1 の規定に基づき、金丕旦β^

率を乗じて得た額

1#からA'U 5

等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額と
した場合における固定資産税額(以下「商業地等調整固定資
産税額」という。)とする。

^

から<・U5

＼の古

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固
定資産税に関する経過措置)

第8条の2 地方税法等の一部を改正する法律_'王成旦旦生^

声までの各年度

までの各

^
03

里堕32生麿ま二空の各年度分の固定資産税にっいては、法附則
第W条の3の規定を適用しない。

3

改正前

の

「コ

1午 の

(農地に対して課する

度分の固定資産税の特伊D

第9条農地に係る

記

を当該農地に係る当該

の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産
税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年
度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固
定資産税にっいて法第349条の 3又は附則第15条から第15条の
3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標
準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農
地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応
じ、同表の右棚に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農
地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額と
した場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税

1

に

の規定に基づき、巫成3Ω^^

つては

30

30
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Ⅱ2 までの

までの各

ご

?
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年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合にお

ける固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」とい

う。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とす
る。

(略)

(特別土地保有税の課税の特伊D

第Ⅱ条附則第8条第1項から第5項までの規定の適用がある

宅地等(附則第7条第2号に掲げる宅地等をいうものとし、

法第349条の 3、第349条の 3 の 2 又は附則第15条から第15条

の 3 までの規定の適用がある宅地等を除く。)に対して課す

改正後

るA・U 3

税については、第137条第 1項及び第140条の 5 中「当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは「当

該年度分の固定資産税に係る附則第8条第1項から第5項ま

でに規定する課税標準となるべき額」とする。

2 法附則第Ⅱ条の5第1項に規定する宅地評価士地の取得の

f午からA'U 5

うち平成18年1月1日からA'U6

たものに対して課する特別士地保有税については、第137条第

2号中「不動産取得の課税標準となるべき価格」とあるのは

「不動産取得税の課税標準となるべき価格(法附則第Ⅱ条の

5第1項の規定の適用がないものとした場合における課税標

準となるべき価格をいう。)に 2分の 1を乗じて得た額」と

し、「令第54条の38第 1項に規定する価格」とあるのは「令

1牟までの各、の' 1土ナ10

額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税
額とする。

(略)

(特別土地保有税の課税の特伊D

第Ⅱ条附則第8条第1項から第5項までの規定の適用がある
宅地等(附則第7条第2号に掲げる宅地等をいうものとし、
法第349条の 3、第349条の 3 の 2 又は附則第15条から第15条
の 3 までの規定の適用がある宅地等を除く。)に対して課す

3

改正則」

31 までの間にされ

る

税にっいては、第137条第 1項及び第140条の 5 中「当該年度
分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは「当
該年度分の固定資産税に係る附則第8条第1項から第5項ま
でに規定する課税標準となるべき額」とする。

2 法附則第H条の5第1項に規定する宅地評価士地の取得の

30 か

うち平成18年1月1日からA'Π3

ノ、

0

たものに対して課する特別士地保有税にっいては、第玲7条第
2号中「不動産取得の課税標準となるべき価格」とあるのは
「不動産取得税の課税標準となるべき価格(法附則第Ⅱ条の
5第1項の規定の適用がないものとした場合における課税標
準となるべき価格をいう。)に 2分の 1を乗じて得た額」と
し、「令第54条の38第 1項に規定する価格」とあるのは「令

Ⅱ2 までの各年度分の特別士地保有

13/22

3

0

31 までの間にされ

壁



第54条の38第 1項に規定する価格(法附則第Ⅱ条の 5第1項

の規定の適用がないものとした場合における価格をいう。)

に 2分の 1を乗じて得た額」とする。

(略)3 ~ 5

(軽自動車税の環境性能割の非課税)

第11条の 2 法第451条第 1項第1号(同条第4項X益第亙_里に
おいて準用する場合を含む。)に掲げる三輪以上の軽自動車

(自家用のものに限る。以下この条において同じ。)に対し

ては、当該三輪以上の軽自動車の取得が令和元年10月1日か

改正後

ら<'U3

て「特定期間」という。)に行われたときに限り、第80条第

1項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さな

い。

12

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特仰D

第11条の2 の2 (略)

2 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の

環境性能割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が法第446

条第 1項(伺条第2項区」よ第呈'唖において準用する場合を含

む。)又は法第451条第1項若しくは第2項(これらの規定を

同条第4項区』量第上'更において準用する場合を含む。)の適

用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するかどぅかの判断を

するときは、国土交通大臣の認定等(法附則第29条の9第3

31 までの間邸付則第Ⅱ条の 6第3項におい

第54条の認第1項に規定する価格(法附則第Ⅱ条の 5第1項
の規定の適用がないものとした場合における価格をいう。)
に2分の 1を乗じて得た額」とする。

(略)3 ~ 5

(軽自動車税の環境性能割の非課税)

第Ⅱ条の2 法第451条第1項第1号(同条第4項において準用
する場合を含む。)に掲げる三輪以上の軽自動車(自家用の
ものに限る。以下この条において同じ。)に対しては、当該
三輪以上の軽自動車の取得が令和元年10月1日から金丕旦旦生
豊ノ1β上吐までの間(附則第11条の 6第3項において「特定期
間」という。)に行われたときに限り、第80条第 1項の規定
にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さない。

改正前

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特仮D
第Ⅱ条の2の2 (略)

2 県知事は、当分の問、前項の規定により行う軽自動車税の
環境性能割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が法第446
条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は

法第451条第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第4項
において準用する場合を含む。)の適用を受ける三輪以上の
軽自動車に該当するかどぅかの判断をするときは、国士交通
大臣の認定等(法附則第29条の9第3項に規定する国土交通

14/22
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項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同

じ。)に基づき当該判断をするものとする。

(略)3 ・ 4

(軽自動車税の種別割の税率の特伊」)

第12条法附則第30条第1項に規定する三輪以上の軽自動車に
対する当該軽自動車が最初の法第444条第3項に規定する車両
番号の指定(次項から第β上曵までにおいて「初回車両番号指

定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の

属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第噐条

の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる

同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右
欄に掲げる字句とする。

改正後

(略)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる三輪以上の

軽自動車に対する第詑条の規定の適用については、当該軽自

動車が令和 2年4月1日から令和 3年3月31日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には令和3年度分の軽自動車税

の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす
る。

大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判
断をするものとする。

(略)3 ・ 4

(軽自動車税の種別割の税率の特伊D

第12条法附則第30条第1項に規定する三輪以上の軽自動車に
対する当該軽自動車が最初の法第444条第3項に規定する車両
番号の指定(次項から第亙聖までにおいて「初回車両番号指
定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の
属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第詑条
の規定の適用にっいては、当分の間、次の表の左欄に掲げる
同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右
欄に掲げる字句とする。

改正前

(略)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる三輪以上の
軽自動車に対する第貌条の規定の適用にっいては._当3交竪自

0

口

か

里璽温リ告1^、当該軽自動車が令和2年4月1日から令和
3年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には
令和3年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に
掲げる同条の規定中同表の中棚に掲げる字句は、それぞれ同

31
^
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(略)

3 法附則第30条第3項第1号及び第2号に掲げる法第446条第

1項第3号に規定するガソリン軽自動車(以下豆里2条におい
て「ガソリン軽自動車」という。)のうち三輪以上のものに

対する第認条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動

車が令和 2年4月1日から令和 3年3月31日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には令和3年度分の軽自動車税の

種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす
る。

改正後

ー.ーー、

~、_ノ

(略)

4 法附則第30条第4項第 1号及び第2号に掲げるガソリン軽

自動車のうち三輪以上のもの(前項の規定の適用を受けるも

のを除く。)に対する第肌条の規定の適用については、当該

ガソリン軽自動車が令和 2年4月1日から令和 3年3月31日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和3年度分

の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲
げる字句とする。

表の右欄に掲げる字句とする。

D

(略)

3 法附則第30条第3項第1号及び第2号に掲げる法第446条第
1項第3号に規定するガソリン軽自動車(以下三四癌及三バ次
更において「ガソリン軽自動車」という。)のうち三輪以上
のものに対する第認条の規定の適用にっいてはと_当j亥^比
_/

改正前

月1日から令和3年3月31日までの間に初回車両番号指定を
受けた場合には令和3年度分の軽自動車税の種別割に限り、
次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句
は、それぞれ同表の右棚に掲げる字句とする。

口

が

の 1 宝に

31
仁オ巳

(略)

4

4 法附則第30条第4項第1号及び第2号に掲げるガソリン軽
自動車のうち三輪以上のもの(前項の規定の適用を受けるも
のを除く。)に対する第詑条の規定の適用にっいては、当紗

を

、

もた口Aには<,Ⅱ2

当該ガソリン軽自動車が令和2年4

か

力

^

までの日に

リン

Π2

の

2年4月1日から令和 3年3月31日までの間に初回車両番号
指定を受けた場合には令和3年度分の軽自動車税の種別割に
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(略)

(略)

改正後

ら<・Ⅱ4

の

AにはA・U4

30

については

口

がA・Ⅱ 4

の

3 31

の

七す曇._

1

^

7

1二1

のものを

までの

巳

4

当毛少

び

を

久の

ψノ

〒る

もた

か

4

30

2

を

り

の

口は

口

^

Aには<'05

がA'Ⅱ 3

1

の

の

に

3

した田ム、には<,Ⅱ 4

Ⅱ5

,24

7

当紗力

から<'Π4

5

の左まに

それぞれ三

31

については

限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げ
る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

1 幽に

^

る

3

モる

P 上の

ヒ

までの

4

＼の

噐

31

(略)

の'商

を

_ノ

1

5

〒る五

のものに

の

までの

3

の

〒た

当,ウガソリン

の

か

の

を

(略)

31日までの"に

口

1#

の

がA'Ⅱ 4

の

る

口

改正前

の

むる

の

1 向に

仁オ

P 上の

巳

4

口

口

る

がA'Ⅱ 3

1

の

'る{

1た

認

から<'05

3

^

"は、それぞれ

Aには<・Ⅱ

の

巳

0

の左

而
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8

の

リン止

の

いては

モる

30

4

/、、

のものに

3

Ⅱ4

口と

当妻ウカ

^

8

改正後

31

の

口

1#ノ＼ q)

の

が<'Ⅱ 4

る

までの

の

る

包上'す'登._

_ノ

の

の

の

rコ

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特伊D

第12条の2 町長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、

三輪以上の軽自動車が前条第2項から第墨'唾までの規定の適

用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するかどぅかの判断を

するときは、国士交通大臣の認定等(法附則第30条の2第1

項に規定する国士交通大臣の認定等をいう。次項において同

じ。)に基づき当該判断をするものとする。

(略)2 ・ 3

ヒユ

4

を

を

を

口

る

が<'03

1

しるものを

の

1る

1 た口Aには<・Ⅱ5

認

から<・Π5

4

仁,

の

P 上の力

の

ヒ

は

4

を

の左※に

き

それぞれ盲

の

1

3

、

モた

か4

当紗がりン

(新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額
控除の特伊」)

から<・Ⅱ

につ

31

ノー'＼

)ノ

△には

むる百

までの

の

の

の

〒る{

改正前

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特仰D

第12条の2 町長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、
三輪以上の軽自動車が前条第2項から第亙1亘までの規定の適
用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するかどぅかの判断を
するときは、国土交通大臣の認定等(法附則第30条の2第1
項に規定する国士交通大臣の認定等をいう。次項において同
じ。)に基づき当該判断をするものとする。

(略)2 ・ 3

(新型コロナウィルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額
控除の特伊D
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第器条

2

(略)

ルス威

旦生1 の

日△にお〒る

ては

「<一Ⅱ 3

正
'ニ

改正後

「<'Ⅱ15

と

6

3

るのは「<・Ⅱ 4

の 2 A-1

の3 の 2

の
日

と

につき

の

1

るのは「<'Ⅱ17

の

の

と

コロ

の

る

を 〒た

第記条

につい

と

(略)

改正前

0
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第2条による改正(南風原町税条例等の一部を改正する条例の一部改正(新旧対照表))

第2条南風原町税条例の一部を次のように改正する。
(中略)

第48条第 1項中「第4 項、第19項、第22項及び第23項」を

「第31項、第34項及び第35項」に、「第10項、第Ⅱ項及び第
13項」を「第 9 項、第10項及び第12項」に、「第4 項、第19

項及び第23項」を「第31項及び第35項」に、「同条第22項」
を「同条第34項」に、「第3項」を「第2項後段」に改め、

同条第 2項中「第66条の 7第 5項及び第Ⅱ項又は第68条の91

第4項及び第10項」を「第66条の 7 第 4項及び第10項」に、

「第321条の 8 第24項」を「第321条の 8 第36項」に改め、同

条第3 項中「第66条の 9 の 3第4項及び第10項又は第68条の

93の 3 第4項及び第10項」を「第弱条の 9 の 3第3項及び第

9 項」に、「第321条の 8 第25項」を「第321条の 8 第37項」

に改め、同条第4項中「第321条の 8 第26項」を「第321条の

8 第38項」に改め、同条第 5 項中「第噐1条の 8 第器項」を

「第321条の8第34項」に、「同条第21項」を「同条第33項」

に、「、第4項又は第19項」を「又は第31項」に、「同条第

器項」を「同条第35項」に改め、同条第6 項中「、第4項又

は第19項」を「又は第31項」に、「同条第22項」を「同条第

34項」に、「第321条の 8 第23項」を「第321条の 8 第35項」

に改め、同条第 7 項中「第321条の 8 第22項」を「第噐1条の

8第34項」に、「、第4項又は第19項」を「又は第31項」に

改め、同項第 2 号中「第321条の 8 第23項」を「第321条の 8

改正後

゛^、、

第2条南風原町税条例の一部を次のように改正する。
(中略)

第48条第 1項中「第 4 項、第{9項、第22項及び第23項」を
「第31項、第34項及び第35項」に、「第10項、第11項及び第
13項」を「第 9 項、第10項及び第12項」に、「第 4項、第19
項及び第器項」を「第31項及び第35項」に、「同条第22項」
を「同条第34項」に、「第3項」を「第2項後段」に改め、
同条第2項中「第66条の 7第5項及び第Ⅱ項又は第能条の91
第4項及び第10項」を「第66条の 7 第 4 項及び第10項」に、
「第321条の 8 第24項」を「第321条の 8 第36項」に改め、同

条第 3項中「第66条の 9 の 3第4項及び第10項又は第腿条の
93の 3 第4項及び第10項」を「第66条の 9 の 3 第 3 項及び第
9 項」に、「第321条の 8 第25項」を「第321条の 8 第37項」
に改め、同条第4項中「第321条の 8 第26項」を「第321条の
8 第38項」に改め、同条第 5 項中「第321条の 8 第22項」を
「第321条の8第34項」に、「同条第21項」を「同条第33項」
に、「、第4項又は第19項」を「又は第31項」に、「祠条第
器項」を「同条第35項」に改め、同条第6項中「、第4項又
は第19項」を「又は第31項」に、「同条第22項」を「同条第
34項」に、「第321条の 8 第23項」を「第321条の 8 第35項」
に改め、同条第 7 項中「第321条の 8 第22項」を「第321条の
8第34項」に、「、第4項又は第19項」を「又は第31項」に
改め、同項第 2 号中「第321条の 8 第23項」を「第321条の 8

改正前
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'

'

0C

器

第託項」

の

盲 60

条第9項

「第 10項」

条第13項

」を「第

し、同条第1

「第12項

14項と

X」に、「第321条の 8

同

中

同

に め、同条第 9項を削り、同条第10項中「第321条

を「1翌旦旦1^項」に、「同条第42項」を

」に、「第12項」を「第11項」に改め、同項を

同条第Ⅱ項を同条第10項とし、同条第12項

「第9 項」に改め、同項を同条第Ⅱ項とし、

「第10項」を「第 9 項」に、「第75条の 4第 2

5 の 5 2 項」に改め、同項を同条第12項と

4項を同条第玲項とし、同条第15項中「第13項」

に、 10項」を「第9項」に改め、同項を同

、同条第16項中「第13項前段」を「第稔項前

改正後

」を「 項」に改め、同項を同条第15項と、_、 r

し、同 17項「第13項後段」を「第12項後段」に、「第

15項」を「第14項」に、「第75条の 4第 3 項若しくは第 6 項

条の24の 3 第 2 項において準用する場合を含

「第75条の 5 第 3 項若しくは第 6 項」に、「第10

」に改め、同項を同条第16項とする。、」

「、第 4 項又は第19項」を「又は第31項」

第23項」を「同条第35項」に、「、第2項又は第

は第 2項」に改め、同条第 3項中「、第4項又

「又は第31項」に改め、「(同条第2項又は第

する申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合

連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結

人税法第2条第12号の6 の7 に規定する連結親法

を

第

0条第

「同 条に、

4項」 を

は第19項」

4項に規定

には、当該

(法/ J

第51項」

第35項」に改め、

の 8 第42項」を

321321

盲 52 」に、「第12項」を「第Ⅱ項」に改め、同項を
同条第9 項と 同条第Ⅱ項を同条第10項とし、同条第12項
中「第1 「第9項」に改め、同項を同条第Ⅱ項とし、項」

同条第1 項中「第10項」を「第9項」に、「第75条の4第2
項」を「第75条の 5 第 2 項」に改め、同項を同条第12項と
し、同条第14項を同条第13項とし、同条第15項中「第13項」

「第10項」を「第 9 項」に改め、同項を同jに

し、 同条第16項中「第玲項前段」を「第12項前
の8 の8

同条第 9 項を削り、同条第10項中「第321条

69

321 の 8

改正前

■

第

項

14

、ー、

同

を「項」 」に改め、同項を同条第妬項と
17項 「第13項後段」を「第12項後段」に、「第

「第14項」に、「第75条の 4第 3 項若しくは第 6 項
(同法第81条の24の 3 第 2 項において準用する場合を含

を「第75条の 5 第 3 項若しくは第 6 項」に、「第10
9 項」 に改め、同項を同条第16項とする。

条第 「、第 4 項又は第19項」を「又は第31項」2項

「同条第23項」を「同条第35項」に、「、第2項又は第
項 「又は第2項」に改め、同条第3 項中「、第4項又

は第19項」を「又は第31項」に改め、「(同条第2項又は第
4項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合
には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結
親法人(法人税法第2条第12号の 6の 7 に規定する連結親法

52 」に、「同条第42項」を

「第321条の8第51項」 61
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人をいう。以下この項において同じ。)若しくは連結完全支

配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出

し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項

第 2 号において同じ。)」を削り、同条第4項中「、第 4項

又は第19項」を「又は第31項」に

を「

の4

聡

改正後

(中略)

附則第5条の 3第2項中「及び第4項」を削る。

朝

4

3

の 15の 4

4

釘

5

め

「又は

鮨

γ の

のN

4

の2

の15の 5

"-4

に改める。

1

321

る

1

の

比圭の 目

から第6項までを削る。

の8

北

を'1 る

4

によ

の 15の 5

ひ

4

を「

人をいう。以下この項において同じ。)若しくは連結完全支
配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出
し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項
第 2 号において同じ。)」を削り、同条第4項中「、第4項
又は第19項」を「又は第31項」に改める。

4

シ

正

開

された

4

を"1

び「又は

る軍

の 15

321

1豆三2^里から第6項までを削る。

の8

改正前

(中略)

附則第5条の3第2項中「及び第4項」を削る。

2

の

う
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